
注
疏
に
お
け
る
五
行
神
と
社
稜
神
に
つ
い
て

ー
孔
穎
達
と
貰
公
彦
の
解
釈
を
中
心
に
し
て
i

は
じ
め
に

貌
普
以
来
、
中
閣
は
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
混
乱
状
態
に
あ
っ

た
の
階
は
政
治
的
に
中
国
を
統
一
し
た
が
、
様
々
な
混
乱
を
収
拾
す

る
こ
と
な
く
滅
び
、
後
を
承
け
た
燐
は
、
そ
れ
ら
を
整
鏑
統
一
す
る

必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
経
義
の
統
一
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
孔
穎

一1
)

逮
を
中
心
と
し
て
五
経
正
義
、
が
策
定
さ
れ
、
司
間
易
』
『
尚
世
一
間
』
『
毛
詩
b

r九一記
h

明
春
秋
在
氏
伝
』
に
疏
、
が
施
さ
れ
た
の
正
義
の
一
編
纂
に
は
多

く
の
学
者
が
参
加
し
た
が
、
司
礼
記
』
の
一
編
纂
ー
に
携
わ
っ
て
い
た
寅

公
彦
は
、
そ
れ
と
棉
い
前
後
し
て
円
周
礼
』
内
儀
礼
』
に
も
疏
を
擁

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
編
纂
方
針
は
、
最
善
の
注
を
選
び
、
さ
ら
に

義
疏
で
矯
い
、
そ
れ
で
も
不
足
す
る
場
合
は
、
詩
人
が
補
う
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
事
業
と
問
時
に
療
は
札
制

の
改
革
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
れ
ら
の
事
業
は
、
別
個
に
な
さ

れ
た
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
天
」
に
つ
い
て
、
疏
は
、
鄭
玄

松

IU毒

之

主斤
仁::r

の
六
天
説
を
踏
襲
し
、
天
の
神
々
の
秩
序
を
構
築
し
て
い
る
が
、
そ

(3} 

れ
は
郊
殺
の
実
施
な
ど
、
現
実
の
問
題
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

経
書
解
釈
は
単
な
る
古
典
解
釈
で
は
な
く
、
現
実
に
生
起
し
て
い
る

問
題
と
栴
互
に
習
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
国

家
祭
記
は
、
神
々
の
秩
序
を
世
に
提
示
す
る
と
同
時
に
、
人
間
界
の

秩
序
を
も
表
す
も
の
と
さ
れ
、
天
の
祭
犯
を
筆
頭
に
、
菌
家
の
最
重

要
事
と
さ
れ
、
祭
認
に
践
す
る
経
世
一
一
間
解
釈
も
ま
た
国
家
運
営
に
と
っ

て
最
重
要
な
項
目
と
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
経
書
内
、
経
害
問
に
お
け
る
神
々
の
見
解
に
は
、
様
々

な
矛
績
が
あ
り
、
当
然
、
疏
が
採
用
し
た
い
在
の
関
に
も
翻
額
が
存
在

し
て
い
る
の
正
義
一
編
纂
者
の
桜
前
に
は
、
複
雑
な
る
神
々
の
世
界
が

広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
疏
は
、

神
々
の
世
界
を
い
か
に
処
理
し
て
い
た
の
か
。
前
代
の
義
疏
が
土
台

に
あ
る
と
は
い
え
、
疏
に
は
麿
人
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
彼
ら
独
自
の
天
地
人
を
貫
く
秩
序
だ
っ
た
神
々
の
世
界
が
構
築

(1) 



さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
神
々
に
つ
い
て
の
諮
問
題
を
そ
れ

ぞ
れ
検
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
々
の
世
界
像
全
体
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
行
神
と
社
稼
神
に
つ
い
て
は
、
三
礼
の
注
を
施
し
た
鄭
玄
と
『
左

伝
』
や
杜
預
の
控
に
は
、
明
確
な
矛
揺
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
、
そ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
孔
穎
遠
や
一
寅
公
彦
、
が
、
ど
の
よ

う
な
態
度
で
矛
蹟
に
対
処
し
い
か
な
る
神
々
の
秩
序
を
構
築
し
よ

う
と
し
た
の
か
、
ま
た
、
両
者
の
処
理
の
仕
方
に
違
い
が
あ
る
の
か

検
証
し
、
彼
ら
が
構
築
す
る
神
々
の
世
界
像
の
一
端
を
ま
ず
は
明
ら

か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

五
行
神
と
社
稜
神
を
巡
る
問
題

五
行
神
お
よ
び
社
稜
神
に
つ
い
て
は
、
『
左
氏
伝
』
招
公
二
十
九

年
の
伝
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
貌
献
子
が
察
思
想
に
躍
に
つ
い
て

質
問
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。
察
翠
は
、
古
に
は
、
龍
を
管
理
す
る
官

が
あ
り
、
そ
こ
で
龍
が
議
わ
れ
て
い
た
と
説
明
し
、
か
っ
古
代
の
官

に
つ
い
て
一
言
及
す
る
の

一
立
行
の
官
有
り
。
同
定
れ
を
五
官
と
謂
う
。
実
に
列
し
て
氏
姓
を

受
け
、
封
ぜ
ら
れ
て
上
公
と
為
り
、
記
ら
れ
て
費
神
と
為
る
。

社
稜
五
犯
と
し
て
、
走
れ
尊
ば
れ
、
建
れ
奉
ぜ
ら
る
。

何
台
と
臼
い
、
火
正
を
祝
一
献
と
臼
い
、

を
薄
牧
と
臼
い

水
正
を
玄
冥
と
臼
い
、
土
正
を
尼
土
と
日
う
O
i
-
-
-
献
子
臼
く
、

社
穣
五
詑
は
、
誰
氏
の
五
宮
な
る
や
。
対
え
て
白
く
、
少
腕
時
氏

に
四
叔
有
り
。
臼
く
童
、
呂
く
該
、
臼
く
緒
、
日
く
熊
な
り
。

実
に
金
木
及
び
水
を
能
く
す
。
重
一
を
し
て
勾
で
と
為
し
、
該
を

し
て
薄
収
と
為
し
、
情
及
び
照
を
し
て
玄
冥
と
為
さ
し
む
。
世

よ
職
を
失
わ
ず
、
遂
に
窮
桑
を
横
せ
り
。
此
れ
其
の
三
把
な
り
。

綴
環
氏
に
子
有
り
、
撃
と
巴
い
、
祝
一
織
と
為
る
。
共
工
氏
に
子

有
り
、
句
龍
と
臼
い
、
后
土
と
為
る
。
此
れ
其
の
ニ
認
な
り
。

活
土
を
社
と
為
す
。
稜
は
田
正
な
り
。
有
烈
山
氏
の
子
、
柱
と

臼
い
、
稜
と
為
る
。
夏
よ
り
以
上
、
之
を
詑
る
。
田
川
奔
も
亦
た

(4) 

稜
と
為
る
。
高
よ
り
以
来
、
之
を
柁
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
十
以
は
木
a

火
・
土
・
金
・
水
の
五
行
の
官
、
が
あ

っ
た
の
木
正
つ
ま
り
木
賞
の
一
長
は
、
匂
で
と
呼
ば
れ
、
火
正
は
祝
融
、

土
…
止
は
お
土
、
金
正
は
薄
収
、
水
一
止
は
玄
冥
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
に

任
官
し
た
人
物
は
、
氏
姓
を
受
け
、
上
公
と
為
り
、
死
後
は
貴
神
と

し
て
、
祭
詑
の
対
象
と
な
っ
た
。
少
柏
崎
氏
の
子
孫
の
霊
と
該
が
、
そ

れ
ぞ
れ
句
作
亡
と
蒋
収
に
、
情
お
よ
び
熊
が
玄
冥
と
な
っ
た
。
さ
ら
に

祝
一
般
に
は
、
鍛
頭
氏
の
子
部
の
梨
、
が
任
官
し
、
一
出
土
に
は
共
工
氏
の

子
孫
、
匂
龍
が
任
命
さ
れ
た
っ

さ
ら
に
社
穣
に
祭
ら
れ
る
神
も
、
こ
の
記
事
か
ら
伺
え
る
。
ま
ず
、

社
で
あ
る
が
、
「
后
上
を
社
と
為
す
」
と
、
土
奮
の
后
土
と
社
を
関
門

(2) 



定
す
る
の
し
た
が
っ
て
、
后
士
句
龍
、
が
社
に
お
け
る
祭
記
の
対
象
と

な
る
。
そ
し
て
、
裂
は
「
稜
は
、
田
正
な
り
」
と
、
五
行
の
震
と
は

別
宮
で
あ
る
前
官
の
長
と
さ
れ
、
最
初
、
有
烈
山
氏
の
子
孫
の
柱
が
、

後
に
胞
の
始
視
の
棄
が
稜
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

鄭
玄
は
こ
れ
と
は
微
妙
に
異
な
る
説
を
様
々
な
所
で
提
示
す
る
。

同
期
札
』
「
大
宗
泊
」
の
「
以
血
祭
、
祭
社
稜
・
一
1
1
犯
・
五
綴
:
:
:
」
に

対
し
て
は
、
ま
ず
社
穣
に
つ
い
て
、

社
稜
は
、
土
穀
の
神
な
り
。
有
徳
者
も
て
、
正
一
周
に
配
食
す
。
共

工
氏
の
子
、
匂
龍
と
日
い
、
社
に
食
せ
ら
る
。
有
藤
山
氏
の
子
、

?
3
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柱
と
日
い
、
淵
般
に
食
せ
ら
る
。
湯
、
之
を
遷
し
て
棄
を
組
る
。

と
説
く
。
郷
玄
は
、
社
複
で
は
土
神
で
あ
る
五
土
搬
神
と
穀
神
で
あ

る
原
螺
神
と
い
う
超
越
神
を
、
主
に
祭
り
、
人
神
を
そ
れ
に
配
す
る
説

(6) 

を
唱
え
る
が
、
配
さ
れ
る
人
神
に
関
し
て
は

β
化
伝
』
と
何
様
に
説

く
の
で
あ
る
。
つ
づ
く
五
組
の
解
釈
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

玄
讃
え
ら
く
、
此
の
五
把
な
る
者
は
、
五
官
の
神
の
四
郊
に
在

る
も
の
な
り
。
四
時
、
五
行
の
気
を
間
郊
に
迎
う
。
市
し
て
五

徳
の
市
を
祭
る
に
も
、
亦
た
此
の
神
に
食
す
る
な
り
。
少
田
夫
氏

の
子
を
震
と
臼
い
、
匂
せ
と
為
し
、
木
に
食
せ
ら
る
。
該
、
薄

収
と
為
し
、
金
に
食
せ
ら
る
。
婿
及
び
照
、
玄
冥
と
為
し
、
水

に
食
せ
ら
る
。
綴
環
氏
の
子
を
繋
と
白
い
、
祝
一
線
・
后
土
と
為

(7} 

し
て
、
火
土
に
食
せ
ら
る
。

鄭
玄
は
、
該
、
情
・
熊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旬
苦
、
薄
収
、
玄
冥

と
し
て
祭
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
『
左
伝
』
と
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
左
伝
h

で
は
、
后
土
を
匂
龍
と
し
た
が
、
鄭
玄
は
、
火

正
祝
融
で
あ
る
築
、
が
、
后
土
の
宮
も
兼
ね
た
と
す
る
。

こ
の
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
震
づ
け
ら
れ
る
方
位
に
由
来
し
て

い
る
。
「
大
宗
伯
」
「
以
斎
壁
礼
天
:
:
:
」
の
注
で
「
礼
南
方
、
以
立
夏
、

抑
制
赤
精
之
帯
、
部
炎
帯
祝
融
食
駕
」
と
、
祝
融
を
南
方
に
位
置
づ
け
る
。

さ
ら
に
『
礼
記
』
「
出
札
」
「
天
子
祭
天
地
:
:
:
」
に
「
勾
せ
在
東
、

祝
一
組
・
后
土
産
南
」
と
注
を
し
、
后
土
も
南
に
措
定
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
祝
融
繋
が
、
同
位
に
あ
る
后
土
を
兼
ね
た
と
解
釈
し
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
鄭
玄
は
こ
れ
に
関
す
る
説
を
『
礼
記
』
「
月
令
」
注
に
も

提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
「
択
元
日
、
命
民
社
」
の
注
に
は
、
「
社
、

后
土
也
」
と
注
を
し
、
『
左
伝
』
と
向
説
を
採
る
。
鄭
玄
は
、
社
に

は
匂
穫
が
配
さ
れ
た
と
す
る
た
め
、
后
土
も
匂
龍
と
み
な
し
て
い
た

と
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
其
帝
黄
帝
、
其
神
后
土
」

で
は
、
「
后
土
亦
額
頭
氏
之
子
、
日
梨
、
兼
為
土
宮
」
と
し
、
祝
融

梨
、
が
后
土
を
兼
ね
た
と
す
る
自
説
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
礼
記
』
「
祭
法
」
「
有
虞
氏
、
続
黄
南
市
郊
馨
、
祖
鵠
頭

市
宗
義
:
:
:
」
を
「
月
令
」
に
依
拠
し
て
「
夏
日
其
帝
炎
帝
、
其
神

祝
融
。
中
央
臼
笠
(
帝
黄
帝
、
其
神
后
土
」
と
説
き
、
后
土
を
中
央
と

(3) 



す
る
も
と
れ
る
発
言
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
時
の
神
と
し
て
の
説
明

で
あ
り
、
中
央
は
持
の
概
念
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ち

明
確
な
概
念
規
定
な
ど
な
い
た
め
、
方
伎
の
神
と
み
る
解
釈
も
生
じ

得
る
の
で
あ
る
の

以
上
の
よ
う
に
、
『
左
伝
』
と
鄭
玄
設
に
は
、
開
閉
経
な
矛
騒
が
あ
号
、

さ
ら
に
鯨
玄
の
中
で
は
諮
合
的
に
諮
ら
れ
る
部
分
で
あ
っ
て
も
、
後

の
解
釈
者
に
と
っ
て
、
迩
意
的
に
解
釈
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
に
晃
て
き
た
よ
う
な
矛
盾
が
疏
で
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
一
た
、
孔
穎
遠
疏
と
露
公
彦
疏
で
は
、
処
潔
の

仕
方
に
遠
い
が
あ
る
の
か
、
検
討
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
は
孔
穎
遠
疏
か
ら
見
て
い
く
。
明
礼
記
』
「
謝
礼
」
「
“
天
子
祭

天
地
:
:
:
」
の
注
で
郷
玄
は
祝
融
と
后
土
を
南
伎
に
措
定
し
た
が
、

疏
で
は
、「

祝
一
搬
・
后
土
は
南
に
萩
り
」
と
云
う
は
、
鄭
意
に
以
為
く
、
梨
、

兼
ね
て
后
士
と
為
す
は
、
土
位
、
南
方
に
在
れ
ば
な
り
。
放
に

A
Q
O
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祝
融
・
后
土
は
南
に
在
る
を
知
れ
り
。

と
郷
玄
説
の
根
拠
を
説
明
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
「
月

廿
品
ハ
神
勾
ぜ
」
の
疏
で
、
や
や
掘
り

A
P」

孔
穎
達
疏
の
解
釈

の
は
け
の

下
げ
て
説
か
れ
る
。

「
少
韓
氏
の
子
を
重
一
と
臼
い
、
木
官
と
為
す
」
と
云
う
は
、
按

ず
る
に
昭
二
十
九
年
三
庁
一
伝
』
に
禁
墨
云
く
「
少
時
崎
氏
に
間
叔

有
一
り
。
臼
く
重
、
:
:
:
共
工
氏
に
子
有
り
、
句
龍
と
日
い
て
、

后
土
と
為
る
」
と
。
国
疋
れ
重
、
勾
せ
と
為
る
。
若
し
然
ら
ば
、

按
ず
る
に
「
楚
一
諮
問
一
に
云
く
、
「
重
、
南
正
と
為
り
、
天
を
司
る
。

禁
、
火
正
と
為
り
、
地
を
司
る
」
と
。
又
た
南
正
・
火
正
と
為

し
問
問
じ
か
ら
ざ
る
一
昨
以
は
、
一
一
直
し
重
、
木
正
と
為
り
、
兼
ね
て

南
正
と
為
り
事
天
を
一
司
り
、
物
午
、
火
正
と
為
り
、
兼
ね
て
北
正

と
為
り
、
地
を
一
司
れ
ば
な
り
。
故
に
章
昭
向
田
山
門
組
問
』
に
註
し
て

(9) 

一
五
く
、
火
は
当
に
北
と
為
す
べ
し
、
と
。

こ
こ
で
は
『
左
伝
b

や
郷
玄
説
と
は
異
な
る
特
色
を
持
つ
『
留
訪
問
h

の
記
述
を
取
り
上
げ
て
、
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
「
楚
諮
問
」
に
は
、

重
を
南
正
、
駒
択
を
火
正
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
天
と
地
を
苛
ら
せ
た
と
あ

る
。
そ
こ
で
、
疏
で
は
、
そ
れ
ら
を
折
衷
さ
せ
て
木
正
勾
で
の
撃
が
、

南
正
を
兼
任
し
、
天
を
一
川
町
り
、
火
正
祝
一
融
繋
が
、
北
正
を
兼
ね
、
地

を
苅
っ
た
と
す
る
つ
そ
の
よ
う
に
「
火
は
当
に
北
と
為
す
べ
し
」
と

す
る
欝
昭
枝
を
兼
官
と
し
て
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
明
品
川
書
』
「
発
典
」

:，
L

の
疏
で
も
、

し
て
報
ね
て
天
を
掌
り
、
火
官
を
し
て
兼
ね
て
地

商
を
鍔
放
と
為
す
が
故
に
夫
を
掌
る
も
の
、
之

(4) 



を
南
一
止
と
制
約
う
。
繋
は
本
官
を
称
す
る
が
故
に
地
を
掌
る
も
、

「
川
川
}

猶
お
火
正
と
為
す
な
り
。

と
、
「
月
令
」
疏
と
開
様
の
説
を
述
べ
、
さ
ら
に
、
「
楚
組
問
」
で
呼

称
の
ゆ
れ
が
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
撃
に
は
兼
営
で
あ
る
南
一
止
を

用
い
、
数
に
は
本
官
の
火
圧
を
使
用
し
た
と
し
て
解
決
す
る
の

こ
の
よ
う
に
、
孔
綴
逮
は
、
地
を
司
る
北
正
と
し
て
も
繋
を
み
な

そ
う
と
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
駒
沢
は
后
土
の
官
も
兼
ね
て
い

た
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
択
元
日
、
命
民
社
」
、

鄭
注
「
社
、
后
土
也
」
の
疏
に
は
、

后
土
と
は
、

に
し
て
、
即
ち
社
神
な
り
。

后
十
一
を
澱
む
」
と
は
別
な
り
。
但
し

句
龍
、
社
に
配
せ
ら
る
る
の
人
と
為
り
、
又
た
后
土
の
官
と
為

る
な
り
。

と
あ
る
。
孔
穎
違
は
后
十
一
を
五
官
中
の
后
土
と
み
な
し
、
北
正
と

は
別
と
し
、
后
土
と
社
を
間
一
と
す
る
説
を
支
持
す
る
。
鄭
玄
は
懇

を
活
土
と
み
な
し
た
が
、
疏
で
は
、
匂
穣
こ
そ
が
后
土
に
任
官
し
、

人
鬼
と
し
て
社
に
配
記
さ
れ
て
い
た
と
、
異
な
る
見
解
を
提
示
す
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
動
択
を
后
土
と
す
る
鄭
説
に
対
す
る
孔
穎
遠
の
晃
解
は
、

続
く
-
「
其
帝
黄
帝
、
其
神
侶
十
一
」
の
疏
で
述
べ
ら
れ
る
。

批
の
経
の
后
土
を
、
匂
龍
に
非
ず
し
て
、
惣
為
る
を
知
る
は
、

匂
龍
、
初
め
后
土
と
為
り
、
後
に
転
じ
て
社
と
為
り
て
、

の
官
、
開
け
た
れ
ば
、
物
午
、
別
ち
之
を
兼
ぬ
る
を
以
て
の
故
に

鄭
「
大
宗
泊
」
に
注
し
て
「
勅
午
、
火
士
に
食
せ
ら
る
」
と
云
え
り
。

お
も以

う
に
、
「
宗
一
間
」
は
別
に
社
を
一
広
い
、
後
に
又
た
五
認
を
云
い
、

匂
龍
、
社
神
と
為
せ
ば
、
別
ち
又
た
五
穏
と
為
す
を
得
ざ
る
が

(
位
}

故
に
「
惣
、
兼
ぬ
」
と
云
う
な
り
。

こ
こ
で
は
、
匂
龍
は
初
め
后
土
に
任
官
、
後
に
社
に
移
動
し
、
活

が
空
席
と
な
っ
た
め
、
物
取
が
兼
ね
た
と
、
ま
ず
鄭
玄
が
后
土
と
祝

識
を
繋
と
し
た
理
由
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
後
半
部
分
で
、
そ
の

説
に
対
す
る
見
解
を
吐
露
す
る
。
「
大
宗
佑
」
で
は
、
「
以
血
祭
、
祭

社
稜
・
一
九
記
'
冗
掛
」
と
、
社
稜
が
五
斑
の
前
に
記
さ
れ
て
い
る
。
鄭

玄
は
、
こ
れ
を
注
釈
す
る
際
、
経
の
般
に
従
い
、
ま
ず
社
の
配
食
を

勾
龍
と
し
て
解
釈
を
進
め
た
。
疏
は
、
そ
こ
に
鄭
玄
が
繋
を
后
土
と

し
た
や
む
を
得
な
い
理
由
を
見
出
す
。
つ
ま
り
、
鄭
玄
は
、
次
の
五

詑
を
説
明
す
る
擦
に
、
匂
龍
は
す
で
に
社
と
み
な
し
た
た
め
使
え
ず
、

そ
こ
で
、
や
む
を
得
ず
襲
、
が
火
宮
と
土
{
屈
を
兼
ね
る
と
し
た
と
見
る
。

説
明
の
成
り
行
き
上
、
繋
が
祝
一
般
と
后
一
土
を
兼
ね
る
と
解
釈
し
た
に

過
ぎ
な
い
と
す
る
。
そ
の
よ
う
に
、
后
土
を
禁
と
す
る
鄭
説
を
否
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
つ

続
い
て
、
昭
公
二
十
九
年
の
社
預
註
「
土
為
群
物
、
玉
、
故
称
后
也
。

其
記
匂
龍
一
語
。
在
家
財
泥
中
雷
、
在
野
刻
為
一
社
」
の
疏
を
見
て
い
こ
う
。

(5) 



質
建
一
五
く
、
「
匂
せ
は
一
戸
に
記
り
、
祝
融
は
翠
に
泥
り
、
薄
牧

は
開
け
に
詑
り
、
玄
奨
は
井
に
記
り
、
尼
土
は
中
蓄
に
記
る
」
と
。

今
、
社
云
く
「
家
に
在
り
で
は
、
別
ち
中
一
一
一
樹
を
泥
る
」
と
は
、

是
れ
資
説
と
同
じ
な
り
。
家
は
宮
宮
本
の
内
を
謂
い
、
野
に
対
し

て
文
を
為
す
。
故
に
家
と
称
す
。
:
:
:
「
野
に
在
り
」
と
一
一
一
一
問
う
は
、

家
に
対
し
て
文
を
為
す
も
の
に
し
て
、
庫
内
の
内
に
在
る
と
雄

も
、
尚
お
宮
室
無
し
。
故
に
「
野
」
と
称
す
。
:
:
:
社
は
以
て

五
行
の
神
を
別
祭
し
、
五
官
を
以
て
之
に
配
し
、
此
の
五
神
を

門
・
戸
・
井
・
寵
・
中
寵
に
記
る
に
非
ず
と
し
、
内
・
一
戸
・
井
・

溜
は
寝
だ
門
戸
等
の
神
を
祭
り
、
匂
官
し
等
を
祭
ら
ず
と
す
。
唯

だ
后
土
の
み
祭
る
こ
と
有
る
は
、
亦
た
是
れ
土
神
な
れ
ば
な
り
。

故
に
特
に
之
を
緋
じ
て
「
家
に
在
り
で
は
、
別
ち
中
蓄
を
記
り
、

{UV 

野
に
在
り
で
は
、
別
ち
社
と
為
す
」
と
云
う
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
杜
預
説
が
貿
遠
の
説
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を

説
明
す
る
。
資
遼
は
何
せ
を
一
戸
、
祝
融
を
寵
、
薄
収
を
門
、
玄
冥
を
井
、

后
土
を
中
一
留
の
神
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
柁
る
と
し
た
。
杜
預
は
、
全

面
的
に
は
翼
連
の
説
を
採
ら
ず
に
、
内
・
一
戸
・
井
・
寵
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
神
を
祭
る
と
し
、
后
土
を
中
…
衝
で
祭
る
こ
と
だ
け
麗
説
か
ら
採

用
し
た
と
し
、
そ
の
理
由
を
、
后
土
は
土
神
だ
か
ら
だ
と
す
る
。
ま
た
、

社
預
は
土
神
と
し
て
、
后
土
が
祭
ら
れ
る
場
は
、
野
で
は
社
、
家
で

し
た
が
、
疏
で
は
「
野
」
を
牒
門
内
と
解
釈
す
る
。

r

の
伝
文
、
社
頭
控
と
も
に
神
を
紀
る
方
位
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い

が
、
疏
で
は
后
土
が
祭
ら
れ
る
社
を
中
央
に
位
寵
づ
け
よ
う
と
試
み

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
疏
で
は
「
但
匂
龍
、
既
為
后
土
、
又
以
配
社
」
と
述
べ
、

句
龍
が
后
土
に
任
宮
し
、
さ
ら
に
社
に
配
食
さ
れ
た
と
す
る
自
説
を

主
張
し
、
そ
し
て
、
居
土
の
宮
が
句
龍
か
ら
察
に
移
っ
た
と
す
る
鄭

説
に
つ
い
て
は
反
論
を
試
み
る
。
ま
ず
、
「
欲
変
置
社
稜
雨
後
世
無

及
句
謹
者
、
故
不
可
市
止
」
(
向
指
書
』
「
湯
，
お
一
同
一
」
伝
)
と
ニ
一
一
口
う
孔
安

留
を
支
持
し
、

社
を
遷
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
句
龍
に
及
ぶ
も
の
無
し
。
棄
の
功

(
リ
川
)

乃
ち
柱
に
過
ぐ
れ
ば
、
柱
を
癒
し
て
棄
を
以
て
稜
と
為
す
な
り
。

と
、
稜
神
の
変
更
の
み
を
認
め
、
社
神
に
つ
い
て
は
句
龍
に
比
肩
す

る
者
は
い
な
い
た
め
、
そ
の
変
更
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
孔
穎
達
は

同
じ
論
理
を
さ
ら
に
五
紀
に
ま
で
及
ぼ
す
。

其
の
五
淀
の
神
、
重
一
・
惣
の
輩
、
若
し
更
に
賢
能
有
れ
ば
、
亦

た
応
に
遷
従
す
べ
き
も
、
但
し
其
の
功
、
之
に
能
く
先
ん
ず
る

も
の
莫
く
ん
ば
、
帝
王
敢
え
て
改
易
せ
ず
。
故
に
万
代
に
永
流

す
る
を
得
た
り
つ

こ
の
よ
う
に
、
五
配
の
祭
砲
の
対
象
に
つ
い
て
は
歴
代
を
通
じ
て

変
更
は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
后
土
も
変
要
は
な
く
、
后

匂
穫
が
社
で
連
綿
と
配
ら
れ
て
い
た
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(6) 
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貰
公
彦
疏
の
解
釈

続
い
て
寅
公
彦
の
『
開
札
』
疏
を
検
討
し
て
い
く
。
「
大
宗
治
」
「
以

血
祭
、
祭
社
稜
・
五
組
・
一
丸
山
矧
:
:
:
」
を
疏
は
次
の
よ
う
に
説
く

Q

超
高
、
『
春
秋
h

昭
二
十
九
年
『
左
伝
』
を
開
い
て
日
く
、
「
額

項
氏
の
子
、
製
を
祝
一
織
と
為
し
、
共
工
氏
に
子
有
り
て
、
匂
龍

と
日
い
、
活
十
一
と
為
す
。
其
れ
二
把
な
り
」
と
。
五
宮
の
神
を

四
郊
に
及
ぼ
し
、
合
し
て
、
梨
、
后
土
に
食
す
と
為
す
も
、
「
祭

法
」
に
日
く
、
「
共
工
氏
、
九
州
に
覇
た
る
や
、
其
の
子
を
后

土
と
白
い
、
能
く
九
州
を
。
平
ら
ぐ
。
故
に
秘
り
て
以
て
社
と
為

す
」
と
あ
れ
ば
、
社
は
部
ち
匂
龍
な
り
。
苔
え
て
臼
く
、
梨
、

祝
融
と
為
り
、
句
龍
、
后
土
と
為
る
。
『
左
氏
』
下
に
「
后
ナ
一

を
社
と
為
す
」
と
一
一
一
一
口
う
は
、
謂
え
ら
く
、
暫
く
后
土
と
作
す
も
、

代
わ
る
者
有
る
無
し
。
故
に
先
師
の
説
、
梨
、
之
を
兼
ぬ
る
と

す
る
は
、
火
土
倶
に
南
方
に
位
す
る
に
臨
む
、
と
む
此
の
誌
に

「
梨
、
祝
一
概
信
土
と
為
り
、
火
土
に
禽
せ
ら
る
」
と
云
う
も
、

へはと

亦
た
惟
だ
先
師
の
説
を
見
す
の
み
。

賀
公
彦
は
鄭
玄
の
弟
子
越
腐
と
鄭
玄
の
問
答
を
利
用
し
つ
つ
自
説

を
述
べ
る
。
鄭
玄
は
越
商
の
疑
問
に
対
し
て
、
先
に
紹
分
し
た
后
土

の
匂
龍
が
社
に
転
出
し
、
同
じ
く
高
方
に
位
向
一
躍
す
る
祝
融
制
紫
、
が
信
土

を
兼
官
し
た
と
説
明
す
る
。
費
公
彦
は
、
こ
の
鄭
玄
一
説
は
先
部
の
説

を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
、
こ
の
鄭
説
を
暗
に
否
定
す
る
。
そ

し
て
、
こ
の
説
に
対
す
る
明
解
な
説
明
を
「
大
宗
佑
」
っ
五
大
封
、

財
先
告
后
土
」
、
鄭
注
土
神
也
。
繁
所
食
者
」
の
疏
で
展

開
す
る
。

一
有
り
。
五
行
の
宮
の
、
東
方
は
木
官
勾
で
、

中
央
は
土
官
后
土
の
若
き
、
此
れ
等
の
后
土
は
土
宮
な
り
の
梨
、

祝
一
織
と
為
り
、
后
士
山
を
兼
ぬ
。
故
に
一
広
く
「
懇
の
食
す
る
所
の

者
な
り
」
と
。
『
左
氏
伝
』
に
云
う
「
君
は
皇
天
を
戴
き
て
、

后
土
を
履
む
」
と
。
彼
の
后
土
神
と
為
す
が
若
き
は
、
此
の
后

士
と
同
じ
き
な
り
。
匂
龍
、
生
き
て
、
后
土
の
宮
と
為
り
、
死

し
て
社
に
配
せ
ら
る
る
が
若
き
は
、
即
ち
社
を
以
て
后
土
と
為

す
も
、
其
の
実
、
社
は
、
是
れ
五
土
抱
神
に
し
て
、
后
土
に
非

ら
ず
。
但
し
后
土
を
以
て
、
社
に
配
し
食
す
れ
ば
、
世
人
、
問

(
げ
)

み
て
社
を
名
づ
け
て
、
活
土
と
為
す
の
み
。

寅
公
彦
は
経
に
記
さ
れ
る
后
土
に
は
五
行
の
宮
と
し
て
の
活
土
と
、

后
土
神
と
し
て
の
后
土
の
二
種
類
が
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
五
行

の
官
の
活
土
を
南
一
方
で
は
な
く
、
中
央
に
配
置
し
、
な
お
祝
融
の
繋

が
そ
れ
を
兼
官
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
后
土
を
南
一
位
と
し

て
い
た
が
、
貫
公
彦
は
そ
れ
を
先
師
の
説
で
あ
る
と
否
定
し
、
一
筋
土

を
繋
と
み
な
し
た
点
の
み
採
用
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
后
土
神
と
し
て
の
活
土
は
、
『
左
伝
』
億
公
十
五
年
伝
「
履

(7) 



と
、
こ
の
「
大
宗
伯
」
が
そ
れ
に
当
た
る
と
す
る
。
社
で
は
、

五
土
抱
神
が
主
神
と
し
て
祭
ら
れ
、
配
と
し
て
か
つ
て
后
土
の
宮
で

あ
っ
た
旬
龍
が
、
祭
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
す

る
。
し
か
し
、
世
間
で
は
匂
龍
の
生
前
の
官
に
ち
な
み
社
を
活
土
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
の
郷
玄
注
や
、
「
向
付
令
」
控

の
「
社
、
后
土
也
」
で
、
活
十
一
を
禁
と
、
主
張
し
な
が
ら
、
社
を
匂
穫

と
す
る
矛
鼠
点
を
、
そ
の
よ
う
な
俗
説
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
と
し
て

解
決
し
よ
う
と
関
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
町
田
川
礼
』
「
大
司
徒
」
「
設
其
社
稜
之
壌
、
市
樹
之
町
、
王
、

各
以
其
野
之
所
笠
木
、
遂
以
名
其
社
与
此
ハ
野
」
に
、
鄭
玄
は
「
出
、
玉
、

田
神
、

JM土
問
正
之
所
依
也
」
と
、
自
主
に
関
し
て
注
を
施
す
。
資

公
彦
は
、
こ
の
疏
に
司
礼
記
』
「
郊
特
性
」
「
姑
之
祭
也
、
主
先
督
問

畿
世
」
を
臨
ま
加
え
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
出
、
主
は
田
神
な
り
」
と
一
五
う
は
、
調
う
に
「
郊
特
一
牧
」
に
云

う
「
先
繍
」
と
神
農
と
は
…
な
り
の
宕
し
然
ら
ば
、
郷
意
、
問

主
を
以
て
神
農
と
為
せ
ば
、
別
ち
后
土
及
び
田
正
の
神
無
し
。

績
に
神
農
を
以
て
、
王
と
為
し
、
尊
を
祭
り
て
以
て
卑
し
き
に
及

ぶ
べ
し
。
故
に
后
士
・
出
正
二
神
を
し
て
之
に
滋
依
せ
し
め
、

墳
を
問
じ
く
し
伎
を
共
に
す
る
の
み
の
出
正
と
は
、
財
ち
「
郊

(
ゆ
印
)

特
牧
」
に
云
う
所
の
「
一
司
潜
」
と
一
な
り
。

社
殺
に
植
え
ら
れ
る
問
、
ま
を
「
郊
特
牲
」
で
説
か
れ

る
先
番
と
同
定
し
、
そ
れ
を
神
農
と
す
る
。
「
郊
特
牲
」
注
で
鄭
玄

は
「
先
蕎
若
神
農
者
。
可
喬
一
指
稜
是
也
」
と
し
、
孔
穎
達
も
「
若
、

是
不
定
之

J

取
っ
以
神
農
比
擬
」
と
す
る
よ
ラ
に
、
彼
ら
は
先
替
を
必

ず
し
も
神
農
と
断
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
貰
公
彦
は
、
あ
え
て

先
轡
を
神
農
だ
と
断
定
し
て
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る
ひ

社
穣
の
問
、
王
を
神
農
と
し
、
社
稜
の
祭
詑
で
は
、
い
ず
れ
も
人
格
神

と
し
て
は
神
農
が
主
と
な
り
祭
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
来
、

社
稜
で
は
后
土
と
自
立
が
祭
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
田
正
を
后

壌
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
か
も
、
こ
こ
で
の
后
土
と
は
、
后
土
神
で

は
な
く
、
匂
龍
で
あ
る
。
神
農
は
市
で
あ
り
、
匂
龍
・
后
稜
は
功
績

は
あ
る
が
あ
く
ま
で
も
控
で
あ
る
。
祭
総
の
際
は
、
尊
き
神
農
を
祭

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
卑
し
き
匂
龍
・
后
稜
に
及
ぶ
と
し
、
匂
龍
・
后

擦
を
社
抑
伎
の
祭
認
の
主
な
対
象
か
ら
外
す
説
を
案
出
す
る
の
で
あ
る
。

彼
が
こ
の
説
を
唱
え
た
の
は
、
一
つ
に
后
稜
を
め
ぐ
る
問
題
が
絡
ん

で
い
る
と
思
わ
れ
る
つ
そ
こ
で
、
続
い
て
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
こ
う
っ

(8) 

四

活
稜
を
め
ぐ
る
問
題

后
稜
は
、
社
稜
の
稜
に
祭
ら
れ
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
、
仏
日
出
』
、
鄭
玄
控
な
ど
い
ず
れ
も
最
初
に
柱
、
が
、
殿
よ

り
後
は
棄
が
祭
ら
れ
た
と
す
る
の
疏
で
も
そ
れ
を
認
め
て
お
り
、
稜



の
人
神
に
棄
が
祭
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
し
か
し
、
棄
は
穣
以
外
の
祭
犯
に
も
配
さ
れ
て
い
る
の
そ
こ

に
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
「
出
礼
」
「
天
子
祭
天
地
:
・
」
疏
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

批
(
の
地
の
神
に
配
す
る
は
、

Z
T経
緯
b

に
既
に
「
后
穣
を
天

地
の
主
と
為
す
」
と
云
え
ば
、
別
ち
后
抑
校
、
天
に
南
郊
に
配
さ

れ
、
又
た
地
に
北
郊
に
配
さ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
孔
穎
逮
は
、

Zナ
経
緯
』
の
説
に
故
拠
し
て
、

后
稜
を
天
と
地
の
祭
杷
に
お
け
る
階
神
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
海
郊

と
北
郊
に
祭
ら
れ
た
と
す
る
。
祭
天
に
つ
い
て
は
、
鄭
玄
は
六
天
説

を
採
り
、
問
符
天
を
関
丘
に
祭
る
祭
秘
を
締
と
し
、
上
帝
を
南
郊
に
祭

る
祭
砲
を
郊
と
し
て
い
た
。
孔
穎
逮
も
「
祭
法
」
疏
で

「
有
虞
氏
、
黄
信
を
締
す
」
と
は
、
虞
氏
、
冬
至
に
実
天
上
市

を
溺
任
に
祭
る
に
、
大
い
に
締
す
る
の
持
、
演
出
m
を
以
て
祭
に

配
す
る
を
抑
制
う
な
り
。
「
饗
を
郊
す
」
と
は
、
夏
正
建
寅
の
同
月
に
、

{
お
}

感
生
の
帝
を
南
郊
に
祭
る
に
、
響
を
以
て
配
す
る
を
謡
う
な
り
。

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
有
虞
氏
の
例
で
あ
る
が
、
閣
に
当
て
は
め
る
と
、

冬
奈
に
は
関
民
で
英
夫
上
市
に
饗
が
配
さ
れ
、
一
塁
正
建
寅
の
月
に
は
、

南
郊
で
感
生
市
に
活
稜
が
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
広
穣
は
地
の
祭
犯
に
於
い
て
も
配
さ
れ
た
と
さ
れ
る
、
が
、

ど
の
レ
ベ
ル
の
地
神
に
配
さ
れ
た
の
か
は
「
酪
礼
」
疏
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
令

油
川
〕
内
叩
?
+
A伊
一

j
i
f
l
 

を
方
沢
に
祭
る
は

に
祭
る
は

A

一
な
り
つ

以
上
に
よ
る
と
、
一
応
稜
は
、
天
地
の
祭
詑
に
於
い
て
、
夏
正
の
月
に
、

南
郊
で
感
生
帝
に
配
さ
れ
、
北
郊
で
は
神
州
地
祇
に
祝
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
天
神
の
惑
生
帝
、
地
神
の
神
州
地
祇
と
は
、
天
地
の
神
々

に
お
い
て
、
最
高
神
で
は
な
い
。
疏
に
於
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
最
高
神

は
、
回
天
天
主
帝
と
農
山
命
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
生
者
も
神
州
地
祇

も
神
格
と
し
て
は
高
位
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
神
と
后
稜
は
配
さ
れ
る
。

…
方
、
后
穣
は
、
社
穣
の
壌
で
も
原
際
の
神
に
配
さ
れ
て
い
る
。
神
々

の
系
譜
に
お
い
て
、
間
開
閉
憾
の
神
は
、
感
生
帝
や
神
州
地
祇
に
較
べ
格

下
で
あ
る
。
さ
ら
に
社
稜
と
対
同
車
さ
れ
る
社
に
対
し
て
も
稜
は
、
「
社

卸
地
神
、
稜
是
社
之
細
別
」
(
「
郊
特
牲
」
疏
)
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

社
よ
り
も
、
格
下
の
神
で
あ
る
。
社
は
、
地
神
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
五
土
す
な
わ
ち
山
林
・
川
、
沢
・
丘
陵
・
墳
街
・
原
磁
の
抱
神
で
あ
り
、

稜
は
五
土
の
う
ち
の
原
爆
の
神
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
社
に
は
、
人
鬼

と
し
て
勾
穫
が
配
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
社
稜
に
お

い
て
五
土
の
摺
神
と
原
際
、
の
神
、
匂
龍
と
后
複
が
並
べ
ら
れ
た
場
合
、

人
鬼
と
し
て
の
檎
は
、
匂
龍
が
上
に
位
置
す
る
よ
う
に
見
え
る
つ
匂

穫
は
、
后
土
の
官
と
し
て
の
功
績
を
残
し
、
后
稜
は
、
田
正
と
し
て

裁
に

J

一
祭
有
り
。
一
愛
歪
の
日
に
、
毘
掃
の
神

な
り
。
蔓
立
の
月
に
、
神
州
地
祇
を
北
郊

(9) 



農
業
の
発
展
に
努
め
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
。
官
と
し
て
の
后
土
・
后

稜
に
絡
の
違
い
が
あ
る
の
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
神
と

し
て
、
社
稜
に
配
さ
れ
た
場
合
、
自
ず
と
神
格
の
違
い
が
生
ず
る
こ

と
に
な
る
。
「
大
河
楽
」
の
郷
注
に
「
人
鬼
剤
、
主
后
稜
」
と
あ
る
よ

う
に
后
稜
は
人
鬼
と
し
て
は
至
上
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
稜
で
は
、

社
に
配
さ
れ
る
匂
穫
の
下
に
后
稜
が
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
孔
穎
遠
の
見
解
は
「
郊
特
牲
」
「
社
祭
土
荷

主
陰
気
温
:
:
:
」
の
疏
に
記
さ
れ
て
い
る
王
薪
と
鄭
玄
派
の
論
争
の

中
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

王
粛
と
鄭
玄
派
の
対
立
点
は
、
社
稜
の
祭
紐
で
は
、
鄭
玄
派
は
、

祭
犯
の
対
象
を
五
土
の
抱
神
な
ど
の
超
越
神
と
、
人
格
神
で
あ
る
句

議
・
后
複
を
政
記
す
る
と
、
主
張
し
、
主
鵡
は
、
人
格
神
の
み
を
斑
る

と
主
張
す
る
点
に
あ
る
。
ま
た
、
天
地
の
祭
認
は
、
両
者
と
も
に
后

稜
が
配
さ
れ
る
と
す
る
。
一
主
粛
は
、
郊
犯
に
は
、
一
一
一
政
の
牛
が
牲
と

さ
れ
、
社
穣
に
は
大
牢
の
性
、
が
一
頭
ず
つ
供
え
ら
れ
て
い
る
点
を
指

摘
し
、
自
説
を
、
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
鄭
玄
派
は
異
を
唱
え
る
。

鄭
学
を
為
す
者
、
之
に
通
じ
て
一
五
く
、
同
定
れ
一
的
稜
と
天
と
、
尊

卑
を
別
す
る
所
な
れ
ば
、
敢
え
て
天
の
牲
と
同
じ
く
せ
ず
。
匂

穣
は
是
れ
上
公
の
神
、
社
は
是
れ
地
祇
の
別
、
尊
卑
、
尽
く
は

個
別
絶
せ
ず
。
故
に
況
に
は
牲
を
向
じ
く
す
と
云
う
な
り
の

こ
れ
に
よ
る
と
鄭
玄
派
は
、
天
と
后
稜
に
は
、
明
確
な
尊
卑
の
差

が
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
犠
牲
を
供
え
た
と
す
る
。
そ
の
一
方
、

社
に
祭
ら
れ
る
地
祇
は
格
下
の
神
で
あ
り
、
句
龍
も
上
公
神
で
あ
り
、

神
格
に
そ
れ
ほ
ど
の
差
は
な
い
。
そ
こ
で
、
一
級
の
大
卒
の
犠
牲
で

済
ま
せ
た
と
す
る
。
天
に
配
さ
れ
る
活
稜
は
天
よ
り
も
卑
し
い
が
、

天
と
向
様
の
特
牲
が
用
い
ら
れ
、
一
方
、
社
に
配
さ
れ
る
句
龍
は
格

下
の
上
公
神
と
し
て
、
大
卒
、
が
用
い
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
社
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
で
あ
る
が
、
「
郊
特
牲
」
疏
に
「
天

子
諸
侯
社
、
皆
有
穣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
社
に
は
必
ず
穣
が
叫
附
随
す

る
と
見
な
す
た
め
、
稜
に
も
当
て
は
め
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

后
媛
、
が
穫
に
配
さ
れ
る
場
合
は
、
上
公
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
と

み
な
す
の
で
あ
る
。

ま
た
、
鄭
玄
派
は
、
郊
斑
に
配
さ
れ
る
活
稜
と
、
社
に
配
さ
れ
る

匂
捷
の
役
割
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

鄭
学
を
為
す
者
、
之
に
通
じ
て
一
五
く
、
后
穣
は
、
能
く
天
と
功

を
問
じ
く
す
る
に
非
ず
。
堆
だ
被
を
尊
び
て
之
に
配
す
る
の
み
。

故
に
叉
と
称
す
る
を
得
ず
と
云
う
。
匂
議
と
天
と
は
、
功
を
開

じ
く
す
っ
故
に
「
詑
り
て
以
て
社
と
為
す
」
と
云
う
を
得
、
社

{お」

と
称
す
る
を
得
る
な
り
。

州
問
玄
派
は
、
后
穣
が
天
に
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
始
祖
と
し
て
尊

ぶ
た
め
で
あ
る
と
す
る
つ
そ
れ
に
対
し
、
匂
龍
が
社
で
祭
ら
れ
て
い

、、，，，ハU1
i
 

r
s
t

、



る
の
は
、
彼
に
は
お
八
と
間
様
の
功
績
が
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
。
有
功

者
と
し
て
、
社
に
祭
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
た
め
匂
龍
は
社
と
称
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
れ
は
稜
で
祭
ら
れ
て
い
る
后
稜
に
も
当

て
は
め
ら
れ
る
。
「
昭
公
二
十
九
年
」
疏
で
も
「
社
本
土
神
之
名
、

桜
本
穀
神
之
名
、
配
者
亦
得
称
社
稜
也
」
と
し
、
稜
で
祭
ら
れ
る
棄

(
后
稜
)
も
稜
と
称
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
ο

疏
は
鄭
玄
説

を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
。
孔
穎
達
は
、
后
稜
、
が
天

に
配
さ
れ
て
い
る
時
は
、
祖
神
と
し
て
祭
ら
れ
、
稜
に
於
い
て
原
線

神
に
配
さ
れ
て
い
る
の
は
、
上
公
神
と
し
て
、
そ
の
功
績
に
よ
り
祭

犯
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
矛
騒
を
受
け
容
れ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
在
疏
に
お
け
る
五
行
神
と
社
稜
神
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
そ
の
中
で
、
孔
穎
達
、
翼
公
彦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
注
に
見
ら
れ
る

矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
た
。
鄭
玄

は
后
土
を
社
と
す
る
『
左
缶
』
説
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
后
土
を
南
位

と
し
、
そ
の
配
を
句
龍
か
ら
同
じ
く
南
泣
に
あ
る
祝
融
の
禁
に
読
み

替
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
社
と
后
土
に

e

配
す
る
人
神
の
問
題
や
、

方
位
の
問
題
な
ど
様
々
な
矛
震
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

孔
穎
逮
は
、
五
行
神
を
東
西
南
北
、
そ
し
て
中
央
に
配
置
す
る
。

后
土
を
南
に
措
定
す
る
鄭
玄
説
を
否
定
し
、
そ
れ
を
中
央
と
み
な
す
。

配
さ
れ
る
人
神
に
つ
い
て
も
、
祝
融
を
察
、
后
土
を
匂
穫
と
し
て
整

理
を
関
る
。
さ
ら
に
、
社
を
庫
内
内
、
す
な
わ
ち
中
央
と
し
、
后
土

と
社
を
同
定
し
、
そ
こ
で
后
土
匂
龍
を
祭
る
と
し
た
。
后
土
を
南
と

し
て
祝
融
索
、
が
兼
ね
た
と
す
る
鄭
説
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
矛
盾
を

解
消
す
る
の
で
あ
る
。

寅
公
彦
も
、
孔
穎
逮
と
向
様
、
后
土
を
中
央
に
配
置
し
、
五
行
の

佼
次
を
整
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
后
土
の
任
官
者
は
句
龍
か
ら
察
へ

と
移
り
、
繋
は
后
土
と
祝
融
を
兼
ね
た
と
す
る
鄭
玄
説
を
踏
襲
す
る
。

彼
ら
は
、
社
を
匂
龍
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
と
后
土
を
同

定
す
る
と
矛
麿
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
震
公
彦
は
、
社

を
后
土
と
す
る
説
は
、
社
に
配
享
さ
れ
て
い
る
句
龍
の
生
前
の
宮
に

因
ん
で
生
ま
れ
た
俗
説
で
あ
る
と
し
、
社
と
后
土
を
分
離
す
る
こ
と

で
矛
属
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
で
も
ま
だ
人
格
神
と
し
て
高
位
に
あ
る
后
稜
が
、
社
稜
の
祭

詑
に
お
い
て
は
、
句
龍
の
格
下
に
位
震
づ
け
ら
れ
る
ね
じ
れ
現
象
が

存
在
し
て
い
た
。
孔
穎
達
は
、
鄭
玄
説
を
援
用
し
、
郊
祭
で
は
始
祖
、

社
稜
で
は
有
功
者
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
と
、
機
能
面
の
遠
い
と
し

て
受
容
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
翼
公
彦
は
、
社
稜
の
呂
、
王
を
意

図
的
に
神
農
と
み
な
し
、
匂
龍
・
后
稜
を
社
稜
の
表
舞
台
か
ら
外
そ

う
と
試
み
る
。
そ
こ
に
は
后
稜
を
純
粋
に
始
祖
と
し
て
祭
り
、
よ
り

(11) 



撃
合
的
な
世
界
を
組
み
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
寅
公
彦
の
意
図
、
が
問
問

え
る
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
ら
は
鄭
玄
設
を
微
妙
に
♂
訂
正
す
る
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
神
々
の
整
合
性
を
留
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
の

社
穣
神
と
五
行
神
に
つ
い
て
の
み
検
討
し
た
が
、

よ
う
な
整
合
性
へ
の
配
慮
が
そ
の
他
の
神
々
に
も
及
ん
で
い
る
の
か
、

ま
た
、
そ
れ
ら
が
現
実
問
題
の
何
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の

注
(1)

一
経
花
疏
の
成
立
に
関
し
て
は
、
野
開
文
史

プ
hu
経
一
止
の
研
究
そ
の
成
ん
は
と
展
開
』
(
研
文
出
版

.
九
九
八
)
、
第
持
輩
「
五
経
正
義
の
編
纂
」
参
照
。

(2)
鄭
玄
の
祭
天
思
想
に
つ
い
て
は
、
間
嶋
綿
一
「
郷
玄
の
祭
天
思
想

に
つ
い
て
!
明
問
機
』
韻
家
に
於
け
る
閥
伝
記
一
大
と
郡
山
大

i
」
(
明
中

間
文
化
i
研
究
と
教
出
向
i
b
1
9
8
7

漢
文
学
会
会
報
4
5
号
)

参
照
。

(3)
踏
代
の
郊
認
制
疫
に
つ
い
て
は
、
金
子
修
一
司
自
代
中
国
と
皇
帝

祭
組
』
(
激
十
日
議
院
二

O
O
J
参
照
。

(
4
)
引
用
文
の
成
本
に
は
版
元
『
十
三
続
投
疏
附
校
勘
記
』
を
用
い
、

適
賞
、
校
勘
一
一
一
品
に
従
い
訂
正
し
た
。
表
記
は
本
文
に
は
常
用
漢
字
を

用
い
、
後
の
法
で
臨
文
を
間
字
体
で
示
し
た
の
ま
た
、
「
繁
」
「
撃
」

な
ど
表
記
に
ゆ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
引
用
文
は
原
文
の

ま
ま
使
用
し
、
本
文
で
は
、
「
製
」
「
棄
」
な
ど
に
統
一
し
た
。
以
下

原
文

3

有
五
行
之
官
。
是
謂
五
官
。
費
列
受
氏
姓
、
封
震
上
公
、
記
爵
費
料
。

枇
稜
五
記
、
是
{
等
、
是
奉
。
木
正
司
匂
日
亡
、
火
正
臼
統
一
獄
、
金
正
臼

簿
枚
、
水
正
田
玄
室
ハ
、
土
正
日
活
土
。
:
:
:
離
子
日
、
…
枇
稜
五
組
、

誰
氏
之
五
官
抱
}
。
針
日
、
少
臨
時
氏
有
沼
叔
。
自
室
、
日
該
、
日
筒
、

日
照
合
資
能
金
木
及
水
っ
控
室
矯
匂
昔
、
該
矯
薄
牧
、
情
及
熊
馬
玄
実
。

世
不
失
職
、
遂
糠
窮

J

桑
。
此
其
…
一
一
紀
也
。
領
環
氏
有
子
、
日
翠
、
矯

統
一
織
。
共
工
氏
有
子
、
日
匂
龍
、
矯
一
泊
土
。
此
其
一
…
龍
也
。
活
土
潟
一
駐
。

接
、
田
正
也

a

有
烈
山
氏
之
子
、
日
柱
、
矯
稜
。
自
夏
以
上
、
紀
之
。

問
問
奔
亦
鴻
稜
。
自
部
以
来
、
龍
之
。

?
と
駐
鰻
土
穀
之
斜
。
有
纏
者
、
配
食
薦
。
共
工
氏
之
子
、
臼
勾
龍
一
、

食
於
枇
。
有
腐
山
氏
之
子
、
日
柱
、
食
於
援
。
揚
、
選
之
明
記
葉
。

(6)
鄭
玄
の
社
穣
お
よ
び
五
犯
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
間
嶋
潤
一
「
鄭

玄
の
社
穣
解
釈
に
つ
い
て
」
(
『
中
館
文
化
j

研
究
と
教
育
i
b

l
9
9
0

撰
文
学
会
会
報
4
8
m守
)
参
照
。

(
7
)
玄
請
、
批
五
記
者
、
五
官
之
一
柳
、
在
四
郊
。
四
時
、
迎
五
行
之
策

於
四
郊
。
指
祭
五
徳
之
接
、
亦
食
批
…
制
駕
。
少
同
比
大
氏
之
子
、
日
童
、

危
匂
在
、
食
於
木
作
該
怨
態
収
、
食
於
金
。
縞
及
照
、
潟
玄
冥
、
食

於
水
。
麟
旗
氏
之
子
、
日
梨
、
得
税
融
・
后
土
、
食
於
火
土
。

(8)
云
説
融
ム
前
十
し
在
お
鄭
意
以
矯
繋
兼
潟
后
士
、

故
知
税
…
部
后
土
克
帯
。

(9) 

12) 

錆
木
営
者
、
按
昭

禁
単
一



丘
三
少
附
郎
氏
有
明
叔
。
日
曜
、
:
:
:
共
工
氏
有
子
、
日
匂
謀
、
局
一
ト
同
士
ぅ

問
地
震
、
鴻
匂
川
亡
。
若
然
、
按
懇
話
一
ぷ
、
一
宮
橋
南
正
、
可
夫
。
物
別
錨
火

a

ふ仏、

河
地
。
所
以
又
矯
南
一
ル
火
正
不
問
者
、
議
議
路
木
正
、
策
勉
南
正
、

叶
夫
、
梨
、
協
火
正
、
兼
備
北
正
、
埼
地
。
故
意
附
注
鵠
諮
問
，
w

品
、
火

設
鏡
北
。

(
国
)
器
使
木
官
兼
学
犬
、
火
官
兼
学
地
。
期
協
陽
此
故
掌
夫
、
謂
之
南

正
。
駒
沢
栴
本
常
、
故
学
地
、
縮
局
火
花
。

(
日
)
后
ん
し
v

者
、
五
常
之
后
士
、
部
批
一
刷
出
。
興
左
博
鰭
十
五
年
一
ぶ
、
君

臨
后
十
一
者
別
出
。
抑
制
，
龍
、
借
蛇
枇
之
人
、
又
掛
川
后
十

e

之
官
也
。

(
ロ
)
此
純
出
土
、
非
句
糖
、
両
協
惣
者
、
以
旬
龍
初
矯
信
士
、
後
締
鳩

山
枇
、
后
士
官
関
、
梨
則
兼
之
、
故
郷
拡
大
宗
伯
一
五
、
惣
食
於
火
士
。

以
宗
伯
別
云
社
、
後
又
一
ぷ
五
組
、
匂
龍
鳴
門
枇
ハ
料
、
州
問
不
得
又
矯
五
紀
、

'Vで
〈
匂

M
4
M
出

1
3
一。

ト
uγ
京
一
勾
宮
司
社
」

(
日
〉
賢
建
丘
、
匂
で
組
於
戸
、
制
一
則
舵
於
寵
、
静
牧
秘
於
一
円
、
玄
冥
杷

於
井
、
活
上
部
作
於
中
一
街
。
今
、
社
云
、
主
家
、
則
組
中
議
、
造
問
問
問

説
也
。
家
謂
密
室
之
内
、
約
野
潟
文
、
故
軒
家
φ
:
:
:
一一一一m
在
野
者
、

部
家
協
文
、
難
在
路
内
之
内
、
尚
無
官
室
。
故
稲
野
。
:
:
:
社
以
別

祭
五
行
料
、
以
五
官
魁
之
、
非
記
此
五
紳
於
門
・
戸
・
井
・
寵
-hv語
也
、

門
ふ
れ
・
井
・
窓
、
高
祭
門
戸
等
…
制
、
不
祭
匂
ゼ
等
也
。
唯
有
祭
信
士
者
、

滞
是
土
神
。
故
特
紳
之
一
広
、
在
家
、
則

A

問
中
語
、
在
野
、
則
矯
枇
び

(
リ
円
〉
欲
選
批
出
無
及
旬
龍
。
棄
功
竹

宮
市
・
惣
よ
輩
、

察
局
制
融
、

共
工
氏
有
子
、
日
匂
龍
、
関
日
出
土
。
其

a

…柁
P

五
官
之
…
制
、
及
四
郊
、

舟
矯
駒
栄
金
市
土
、
察
法
日
、
共
一
し
氏
、
誠
九
州
也
ョ
其
子
日
后
士
、

能
平
九
州
。
故
紀
以
矯
枇
ぅ
一
枇
出
句
穣
。
苔
日
、
繋
潟
淑
敵
、
句
龍

局
后
七
。
不
一
氏

F
J…
口
市
上
潟
枇
、
謂
暫
作
后
土
、
無
有
代
者
。
故
先

制
之
説

L

梨
謙
之
、
間
火
一
七
倶
位
南
方
。
此
注
去
、
製
掲
統
一
概
后
土
、

食
子
火
士
、
亦
惟
克
先
師
ヤ
ヰ
説
也
。

(
げ
)
出
品
川
后
士
有
・
;
若
五
行
之
官
、
東
方
木
官
勾
ゼ
、
中
央
十
一
宮
括
士
、

批
等
后
土
上
官
也
。
梨
問
削
融
‘
兼
后
土
。
故
一
五
、
製
所
食
者
。
若

井
町
氏
鱒
一
五
、
君
域
内
忠
夫
、
而
腐
后
十
一
、
彼
潟
后
土
紳
、
取
ハ
此
后
十
一
向
由
。

若
句
龍
生
、
矯
后
士
宮
、
先
配
枇
、
郎
以
枇
潟
市
士
、
就
ハ
資
枇
、
是

五
土
抱
一
制
、
非
后
k
o
担
以
活
土
、
制
比
一
枇
食
、
世
人
間
名
門
枇
、
震
后

土
耳
。

(
時
〉
云
問
、
正
問
紳
者
、
制
問
郊
特
牲
一
口
、
先
機
、
興
紳
農
一
也
。
若
然
、

鄭
態
、
以
由
主
鳴
糾
農
、
期
無
信
土
及
田
正
之
一
料
。
高
以
一
料
農
億
、
玉
、

祭
簿
一
時
以
及
卑
σ

故
能
活
土
田
正
二
一
紳
窓
依
之
、
問
壇
北
ハ
位
一
詩
。
出
在
、

附
則
郊
特
牲
所
云
間
督
、
一
也
。

(
m
w
)

算
、
配
地
之
科
、
孝
経
緯
域
一
五
、
后
穣
潟
天
地
之
主
、
則
一
后
稜
配
天

階
郊
、
又
配
地
北
郊
合

(
初
)
有
虞
氏
蹄
員
一
帯
者
、
謂
虞
氏
一
冬
至
祭
実
天
土
帝
於
関
丘
、
大
締
之

時
、
以
黄
靖
配
祭
。
市
郊
器
者
、
担
問
裏
正
建

J

寅
之
月
、
祭
感
生
之
帝

13) 

祭
山
毘
山
民
間
之
一
脚
於
方
制
伸
一
也
。

(
幻
)
地
紳
有
一
一
祭
。

夏
正
之
丹
、
祭
料
州
地
抵
於
北
郊
一

(
幻
)

不
敢
向
天
牲

9



句
龍
、
是
上
公
之
紳
、
社
口
培
地
紙
之
別
、
一
等
卑
不
意
抑
制
経
。
故
云
、

配
偶
牲
也
。

(
幻
)
矯
鄭
筆
者
、
通
之
去
、
活
稜
、
非
能
輿
天
向
功
。
唯
一
等
秘
配
之
。

故
一
広
、
不
得
稿
天
。
匂
龍
鼠
ハ
天
、
向
功
、
故
得
云
紀
以
矯
一
枇
、
市
得

橋
一
枇
也

Q

(
常
磐
大
学
)

(14) 


